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報告第 １３ 号  

 

   損害賠償の額を定めることに関する専決処分について 

 

 損害賠償の額を定めることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１

８０条第１項の規定により、下記のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規定に

より市議会に報告する。 

 

   平成３０年６月１２日 提出 

 

                    周南市長  木  村  健 一 郎  

 

記 

１ 専決処分の内容 

⑴ 損害賠償の発生の原因となる事実 

 平成３０年４月１６日（月）午前９時４０分頃、周南市大字櫛ヶ浜東本町の市

道櫛ヶ浜本町線において、地域振興部櫛浜市民センター嘱託職員の運転する公用

車が左折した際に、車両左側のサイドミラーと相手方が接触し、相手方を負傷さ

せた人身事故 

⑵ 損害賠償の相手方 

住所 □□□□□□□□□□□□□ 

氏名 □□ □□ 

⑶ 損害賠償の額 

￥９４，２７２－ 

２ 専決処分の年月日 

  平成３０年６月８日 




